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平成30年度 第２回今治市行政改革推進審議会 会議録 

 

 

１ 日  時  平成31年２月５日（火）午前10時15分～ 

 

２ 場  所  市役所11階 特別会議室３号  

 

３ 議  題 

 

（１）行政改革ビジョンの進捗状況について  

    （２）その他 

 

４ 出 席 者 

 

委  員  井 出 委 員    尾 上 委 員  来 栖 委 員 

   妹 尾 委 員    西 部 委 員  野 﨑 委 員 

    日 浅 委 員    日 比 野 委 員  御 堂 委 員 

   村 上 委 員  寄 井 委 員 

 

事 務 局    越智企画財政部長  

（人 事 課）木原課長   藤岡係長  

        （財 政 課）鳥生課長   山本課長補佐  

        （企 画 課）秋山課長   

渡部課長補佐   加藤係長   

岡本主査   越智主事  
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妹 尾 会 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企 画 課 長 

 

妹 尾 会 長 

 

 

 

企 画 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 事 課 長 

 

ただいまから、今治市行政改革推進審議会を開催いたします。 

本日は浅井委員が欠席でございますが、「行政改革ビジョンの

平成 29 年度進捗状況」を議題とし、審議を進めてまいりたいと

思います。 

 

それでは、早速議事に入りたいと思いますが、今治市附属機

関等の会議の公開及び傍聴に関する要綱、及び、今治市附属機

関等の会議録の作成及び公開に関する要綱に基づき、会議と議

事録の公開を行うこととしておりますので、あらかじめご承知

置きください。 

 

本日の審議会は、12 時までの終了を予定しております。でき

る限り円滑に進行してまいりたいと思いますので、ご協力の程、

よろしくお願いします。 

まずは、事務局から資料の確認をお願いします。  

 

＜資料確認＞ 

 

それでは、議事に移ります。 

 まずは議題１「行政改革ビジョンの進捗状況」について、事

務局から説明をお願いします。 

 

それでは、今治市行政改革ビジョン（平成 29 年度進捗状況）

をご覧ください。 

この冊子は、行政改革ビジョンの中に平成 28 年度と 29 年度

の取組・進捗状況を組み込んだ形で整理しております。  

 本日は、このうち平成 29 年度分について、まず人事課から「組

織・職員の改革」、続いて財政課から「財政運営の改革」、最後

に企画課から「行政経営の改革」という順番で進めてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

４ページをお願いします。人事面においては、重点目標とし

て「組織体制及び定員の適正化」「給与の適正化」「職員の人財
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開発」の３点を掲げています。重点目標ごとに取組の現状を説

明させていただきます。  

まず、１点目の「組織体制及び定員の適正化」について、で

ございます。 

５ページの「①スリムな行政組織の構築」について、「定員適

正化計画による職員数の推移」の表をご覧ください。本市にお

きましては「第３次今治市定員適正化計画」に基づき、計画的

な職員管理を行ってまいりました。平成 30 年度の職員数の実績

数値は 1,363 人でした。これにより、第３次定員適正化計画の

平成 32 年度までの目標であった 1,367 人を、予定より２年前倒

しで達成しました。 

次に、６ページに移りまして、改革のポイントをご覧くださ

い。改革のポイントとして「行政事務の繁閑に応じた職員応援

体制の運用」を掲げていましたが、平成 29 年度に臨時的に職員

を他の部署に配置する流動体制に関する要綱を改正し、最大６

か月の流動を行うことができることとしました。この改正を行

ったことにより、昨年７月に発生した豪雨災害へ対応するため、

平成 30 年９月から平成 31 年２月までの間、災害対応業務を実

施する部署（農業土木課）へ職員の流動を行い、合計 15 人の職

員を臨時的に配置して業務に従事させております。  

 

続いて、「②職員採用の適正化」について７ページの取組状況

をご覧ください。平成 30 年３月から実施した人物重視の採用方

式である「今治スタイル」の採用試験において、今治市として

は初めて民間企業経験者枠を導入し、併せて特別枠に青年海外

協力隊経験者等を対象とした国際貢献活動の経験を受験資格に

追加しました。結果的に、民間企業経験者３人、国際貢献活動

経験者１人の採用を予定しております。  

 

次に８ページの「③多様な人財の活用」について、でござい

ます。正規職員だけでなく、非正規職員についても人員確保が

困難な時代となっており、賃金改定等を含めた勤務条件の改善

の取組を行っているところでございます。  
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続いて、「④超過勤務の縮減、健康管理及び職場環境の改善」

について、９ページ中段の取組状況をご覧ください。超過勤務

の縮減については、ワーク・ライフ・バランス推進月間の取組

を強化し、ノー残業デーや 22 時以降の時間外勤務原則禁止など

の取組を実施していますが、平成 29 年度は９月の台風災害や、

10 月に開催されたえひめ国体の関連業務への従事などのため

時間外勤務手当は前年度と比べて増加しています。  

10 ページに「時間外勤務手当の推移」の表を掲載しています

が、改革のポイントに掲げている「平成 25 年度の時間外勤務手

当から 10％の削減」という数値目標に対し、平成 29 年度は逆

に約 15％の増加となっています。また、平成 30 年度において

も、７月豪雨災害の対応により超過勤務の縮減は難しい状況と

なっています。超過勤務の縮減については、平成 31 年４月から

働き方改革関連法が施行され、超過勤務の上限が定められるこ

とになります。今後も継続して取組を実施し、改善に努めてま

いりたいと考えています。 

 

次に、「⑤新たな人事制度の導入検討」については、10 ペー

ジ下段の取組状況のとおり、定年前早期退職希望者応募制度や

早出遅出勤務などを引き続き実施しております。  

 

続いて、２つ目の重点目標「給与の適正化」について、でご

ざいます。 

「①給料、手当の適正化」については、11 ページの「ラスパ

イレス指数の推移」の表をご覧ください。給与水準については、

国の人事院勧告に基づいて適正な水準を確保しており、国家公

務員との給与水準を比較する指数であるラスパイレス指数につ

いても、平成 29 年度は本市が 94.8、愛媛県 98.5、類似団体 99.6

と類似団体よりも低い数値となっております。  

一方で、平成 30 年度から愛媛県が初任給を２号給改善したこ

とに伴い、今治市においても２号給の改善を実施しております。 
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次に、「②能力及び実績に基づく人事管理の徹底」については、

12 ページの取組状況のとおり、人事考課結果を活用し、職員の

成績、能力に見合った処遇の実現に努めております。  

 

次に、３点目の重点目標「職員の人財開発」について、でご

ざいます。 

まず、「①ジョブローテーションの推進」について、12 ペー

ジの取組状況をご覧ください。以前からキャリアデザイン制度、

ジョブローテーション制度を導入しており、若手職員を対象に、

自身のキャリアについての希望を申告させた上で、採用から 10

年間で原則３課を経験できるよう人員配置を実施しておりま

す。その結果、下段の表とおり、10 年間で３課以上を経験する

職員の割合は約 90％となっています。 

 

次に、「②ゼネラリストとエキスパートの育成」については、

13 ページの取組状況のとおり、これまでも人事異動自己申告制

度等を活用した人員配置を行ってきました。今後も、提出され

た希望申告の内容や職員の適性等を十分に考慮し、適正な人員

配置に努めてまいります。 

 

次に、「③職員研修などの充実」については、14 ページの取

組状況にありますように採用年数や役職に応じて多様な研修を

実施しており、県下でも先進的な取組を行っていると自負して

おります。例えば、今年度は自衛隊研修や、新規採用職員が各

地域に出向いて地域の話を聞く研修なども行っています。  

 

次に、「④人事考課制度のリンク」については、14 ページの

下段の取組状況のとおり、人事考課制度を活用し、優秀な成績

を上げた職員や高い能力を発揮している職員に対して、成績や

能力に応じた評価を行うことで、よりモチベーションを高め、

さらなる能力開発を促進しています。  

 

最後に「⑤女性職員の活躍推進」については、平成 28 年に女
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妹 尾 会 長 

 

 

 

 

 

井 出 委 員 

 

 

 

 

 

 

性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定し、女性職員

の登用率等の数値目標を設定して取組を進めています。  

15 ページの「女性職員の登用・採用状況」の表をご覧くださ

い。管理職員については、課長補佐級以上の職員に占める女性

の割合が平成 28 年度は 7.6％でしたが平成 30年度は 9.9％まで

上昇しています。今後も引き続き、女性職員が安定して働き続

けることができる職場環境の整備に努めてまいります。 

 

なお、今後、地方公務員の人事制度については、平成 32（2020）

年度に非正規職員の処遇改善を目的とした会計年度任用職員制

度の導入、平成 33（2021）年度を開始予定とした段階的な定年

延長の実施などが見込まれており、制度の大きな転換点を迎え

ております。 

よりよい組織体制の構築と多様な人財の活用という観点か

ら、それらの制度改正にも適切に対応してまいりたいと考えて

おります。 

 

人事面の説明は以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

ありがとうございました。 

「組織・職員の改革」としまして、人事面の取組について説

明がありました。 

 各委員よりご意見、ご質問など積極的にご発言いただければ

と思います。 

 

平成 29 年度にはえひめ国体があり、私の住む地域の玉川ダム

湖ではボート競技が行われました関係で関わっておりました。

その際、国体のために新設された国体推進課にも足を運びまし

たが、職員は遅くまで仕事をされているようでした。 

 また、同じ平成 29 年度末には新しいクリーンセンターがオー

プンしましたので、これに関しても職員はお忙しかったと思い

ます。 
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人 事 課 長 

 

 

 

 

井 出 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 事 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

来 栖 委 員 

 

 8 ページの「嘱託職員及び臨時職員の推移」で、平成 28 年度

に比べ 29 年度は 36 名増加しているのは、そういう要因による

ものだと思います。 

 このような忙しい状況にも関わらず、組織の人員体制を工夫

しうまく活用され、さらにワーク・ライフ・バランスも考慮し

て業務を遂行していることに感心させられました。  

 

 職員配置における一つの課題として、えひめ国体のような大

きな事業がある際に、いかに人員を重点的に配置していくかと

いう点が挙げられます。時間外勤務が増えてしまったことは残

念ではありますが、今後しっかり考えていきたいと思います。  

 

 もう一点、研修についてですが、私は人権擁護委員をしてい

る立場から、平成 28 年度のこの審議会でハラスメントに関する

意見や質問をいたしました。さらに、私達の協議会で実施して

いる研修や出前講座についてもご案内差し上げたところ、翌年

の平成 29 年度、さらに平成 30 年度と２年連続で出前講座のご

依頼があり、職員研修をお引き受けいたしました。  

 企業にも出前講座を行っていますが、人権に関する相談員や

相談窓口の設置はなかなか出来ることではないとの話が多い

中、市役所では率先して職場の環境改善を図られていることを

知りました。体制が良く整っていると思います。 

 

 ありがとうございます。 

職員の研修に関しては、地域に出向いて住民の声を直で聞き、

それをいかに行政に反映させていくかということも大切な取組

だと考えています。今年度は市職員だけでなく国家公務員も数

名交えてそのような研修を行っており、非常によかったという

評価もありました。 

 引き続き、工夫を重ねながら取り組んでまいります。 

 

 自衛隊で研修を行っているとのことですが、どのような内容

ですか。 
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野 﨑 委 員 
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野 﨑 委 員 

 

 

 

人 事 課 長 

 

 

 

 

妹 尾 会 長 

 

 

 

 採用３年目、４年目の職員を対象にした、松山の横河原にあ

る駐屯地での１泊２日の研修です。規律性と連帯感などを養う

ことを目的として、この数年実施しています。 

 

 5 ページの定員適正化計画について、2 年前倒しで計画を達成

出来たことは素晴らしいと思います。一方で、7 ページの「一

般職員及び再任用職員の採用の推移」を見ると、平成 30 年度は

目標数を採用できていません。2 年前倒しで適正化が達成でき

たのは計画通りなのか、それとも計画どおり採用できなかった

ために達成できたのか、この点はいかがでしょうか。  

 

 ご指摘のとおり、完全に計画どおりというわけではありませ

ん。先ほども尐し触れましたとおり、人員確保は困難になって

います。そのため、新たな採用方法「今治スタイル」など工夫

をしながら職員を集めています。また退職者の再任用も行って

いますが、見込みより尐ないといった部分もありました。  

 採用数を適正にするよう、計画を立てて募集していますが、

なかなか計画どおりにいかない部分もあるというところでござ

います。 

 

 一般企業の場合は希望があれば原則として全て再雇用しなけ

ればならないことになっていますが、行政の場合は何か制限が

あるのでしょうか。 

 

 民間企業では 65 歳までの再雇用が法で決まっていますが、公

務員はその法律の適用を受けません。ただ、年金を受給できる

年齢までは、可能な限り、希望どおり再雇用を行っているとこ

ろです。 

 

 再任用職員数の実績が計画より尐ないのは、継続して雇用を

希望する職員が実際には尐なかったということですか。  
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人 事 課 長 

 

 

 

日 浅 委 員 

 

 

 

 

 

 

人 事 課 長 

 

 

 

 

 

 

寄 井 副 会 長 

 

 

 

 

 

人 事 課 長 

 

 

 

 

 

 

妹 尾 会 長 

 

 今治市の場合、再雇用者が全て「再任用」になるわけではな

く、一部は「嘱託職員」として雇用することもあります。その

ため、数字の上ではこのような結果となっています。  

 

 定員適正化の目標は達成していますが、今度は人材確保が困

難になってくると推測されます。10 ページに「定年前早期退職

希望者応募制度」を実施したとありますが、年齢構成や組織活

性化の問題はあるにせよ、人員不足であれば早期退職をあまり

積極的に進めなくても良いのではないでしょうか。  

 また、この制度で実際に早期退職した方は何人くらいですか。 

  

 この「定年前早期退職希望者応募制度」は、あくまでも本人

の希望に基づくものであり、決してこちらから勧めるようなも

のではありません。 

 ライフスタイルも人それぞれですし、例えば体調などを理由

に早期退職を希望する方もいます。 

 実際にこの制度で退職するのは年に２、３人です。  

 

 15 ページの女性職員の活躍推進について。新規採用職員は今

や半数くらい女性になっています。一方、女性の管理職の割合

はまだ尐ないようです。管理職員に占める女性の比率の向上を

改革のポイントとして挙げていますが、数値目標の設定はどう

なっていますか。 

 

今治市の「特定事業主行動計画」では、平成 32 年度までに女

性職員の採用割合を 30％以上、係長級職員に占める女性の割合

を 20％以上、管理職員に占める女性の割合を 10％以上にすると

いう目標を掲げて取り組んでいるところです。  

平成 30 年度の管理職員に占める女性の割合は 9.9％ですので

目標値の 10％にまだ 0.1％届かない状況です。 

 

その他、ご意見ご質問はございませんか。 

それでは、引き続き財政面の取組について、事務局から説明
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をお願いします。 

 

続きまして財政面の改革についてご説明いたします。  

16 ページをご覧ください。まず課題でございますが、市町村

合併に伴う特例措置である合併特例債や、地方交付税の合併算

定替の終了が近くなるなど、今後一層厳しい財政運営が見込ま

れます。またさらに、人口減尐に伴う税収の減尐、社会保障費

の増加、自然災害に備えた防災関連経費の増加など、さらに厳

しい財政状況が見込まれる中、重点目標といたしましては「持

続可能な財政基盤の確立」を目指します。 

経常経費や投資的経費の削減などを掲げる中、市債借入の抑

制や基金・財源の確保、事務事業や補助金などの見直しをさら

に推進してまいります。 

 

17 ページをお開きください。「①投資的経費の圧縮」につい

てご説明いたします。ページ中段になりますが、改革のポイン

ト１点目は、合併特例債などの有利な資金を活用した普通建設

事業の実施。２点目は、平成 32 年度時点の投資的経費を年約

60 億円以内に抑制することでございます。 

平成 29 年度の取組状況といたしましては、投資的経費のう

ち、普通建設事業費は約 193 億円であり、財源として約 87 億円

の市債の借入を行いましたが、そのうち、充当率、交付税算入

率の高い合併特例債約 64 億円を借入し、有利な資金を活用いた

しました。 

18 ページをお開きください。上段の平成 29 年度投資的経費

の状況でございますが、目標値 114 億円に対しまして実績値 197

億円、差引 83 億円のオーバーとなりましたが、これは主に岡山

理科大学獣医学部への補助金約 45 億 9 千万円、新クリーンセン

ター建設最終年の事業費約 77 億円によるものでございます。 

続きまして中段をご覧ください。 

「②経常経費削減」についてご説明いたします。改革のポイ

ント１点目は、平成 31 年度までは、収支状況に応じて経常経費

を段階的に削減すること。２点目は、平成 32 年度以降、下水道・
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小規模下水道事業への繰出金の 5％削減を図るため、経営の基

本計画である「経営戦略」を策定することでございます。 

平成 29 年度の取組状況といたしましては、経常経費について

は、平成 29 年度は約 239 億円と前年度から 10 億円の削減とな

りました。 

また、下水道（公共・小規模下水道）事業においては、平成

28 年度に、平成 29 年度から平成 38 年度までの 10 年間を計画

期間とする「経営戦略」を策定しています。 

続きまして、「③市債借入の抑制と基金の確保」につきまして

ご説明いたします。19 ページをお開きください。改革のポイン

ト１点目は、臨時財政対策債を除き、市債償還元金を上回らな

い市債借入。２点目は実質公債費比率を 18%未満に抑制。３点

目は平成 32 年度までに財政調整基金残高約 90 億円の確保でご

ざいます。 

20 ページをお開きください。 

平成 29 年度は、今治市クリーンセンター建設（約 77 億円）

に伴い、合併特例事業債（約 52 億円）の借入を行ったため、臨

時財政対策債を除いた市債借入額は約 85 億円、市債償還額は約

82 億円となり、市債償還元金を上回る市債借入となりました。

また３か年平均及び単年度の実質公債費比率は 12.8%、平成 29

年度末の財政調整基金残高は約 141 億円となっております。 

 

続きまして 21 ページ、「④財源の確保」についてご説明いた

します。改革のポイントは中段のとおりでございますが、平成

29 年度の取組状況といたしまして、地方税徴収率につては、公

平性の観点から徴収強化に取り組んだ結果、97.0%へと向上しま

した。また市有地を売却するなど公的資産の流動化を進めたほ

か、ふるさと納税の積極的な PR に努めた結果、納税額は約 4

億 8 千万円となり、引き続き高水準を維持しております。 

 

また、22 ページ以降に「⑤公共施設等の総合的かつ計画的な

管理の推進」「⑥地方公会計の整備」「⑦その他の取組」につい

て掲載していますが、時間の都合上説明を省略させていただき
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ます。 

以上で説明を終わります。 

 

ありがとうございました。 

それでは財政面の取組について、ご意見、ご質問など積極的

にご発言いただければと思います。 

 

＜意見・質問なし＞ 

 

 最後に行政経営面の取組について、事務局から説明をお願い

します。 

 

それでは最後に、企画課から「行政経営の改革」としまして、

行政経営面の取組を説明いたします。  

 資料の 26 ページをご覧ください。 

重点目標の１つ目、「事務事業の効率化と質の向上」に向けた

取組のうち、「①市民の利便性の向上」でございます。  

右側のページ、平成 29 年度の取組状況をご覧ください。 

 まずは情報発信の充実に向けた取組としまして、職員による

出前講座を 108 回、そして、新しいごみ処理施設「バリクリー

ン」の完成に伴い、「ごみの分別変更」についての住民説明会を

166 回開催しました。 

「ごみの分別変更」につきましては、関前以外の全地区が対

象になりますが、全ての世帯が説明会に参加できるわけではあ

りません。そのため、分別ガイドブックの作成のほか、分かり

やすい「解説動画」を市のホームページに掲載いたしました。

また、スマートフォンで「収集日や分別方法」などが検索でき

る「分別アプリ」を導入し、幅広い世代を対象に、丁寧な情報

発信に努めております。 

 また、窓口業務の見直しに向けた取組としまして、市県民税

や保育料などをコンビニエンスストアで納付可能としたほか、

この審議会でもご意見をいただきましたが、市民課で住民票な

どを取得する際に「申請書の記入を不要」とするサービスにつ
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きましては、引き続き利用者から好評を得ております。  

 

 続きまして 28 ページをご覧ください。「②職員ひとり１改革

運動の推進」でございます。 

 右側のページになりますが、平成 29 年度は、組織で取り組む

業務改善が 127 件、職員個人からの提案が８件という結果でご

ざいました。 

 業務改善のうち、職員投票で１位に選ばれたのは、西消防署

の「外国語に対応した救急コミュニケーションボードの作成」

です。近年は、外国人の傷病者も増加しているため、英語や中

国語などに対応した、絵が入ったコミュニケーションボードを

作成し、ケガの箇所や具合を正確に把握するというものです。 

これら取組の概要につきましては、事例集として取りまとめ、

市のホームページでも公開しております。  

 

 続きまして「③公の施設等のあり方見直し」でございます。  

 30 ページをご覧ください。 

 平成 28 年度からを、新たに見直しの「第２ステージ」と位置

づけ、「市民参画」をテーマとした取組を進めておりますが、平

成 29 年度は、施設の管理運営の改善を目的として、利用者や地

域住民との「市民対話」を重ね、施設の管理運営計画を策定い

たしました。 

 現在、この計画に基づく管理運営の改善に取り組んでいる最

中であり、その結果をもとに、平成 31 年度に再評価する予定で

ございます。 

 

続きまして 31 ページをご覧ください。「④県・市町連携の推

進」でございます。 

 平成 29 年度は、「放課後児童支援員認定資格研修」、これは「放

課後児童クラブ」などの職員に必要な資格ですが、研修が松山

市でしか開催されず、児童クラブの運営に支障が出ているとい

う声がありました。そこで県・市町が連携し、東・中・南予そ

れぞれで研修を実施するなど、他の施策も含めてオール愛媛の
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体制で連携強化に取り組んでおります。  

 

 続きまして 32 ページをご覧ください。 

重点目標の２つ目、「民間活力の活用」に向けた取組のうち、

「①民間委託の推進」でございます。  

右側のページになりますが、平成 29 年度は、市税などのコン

ビニ収納の委託範囲を拡大した結果、市税全体の納付件数のう

ち、コンビニを利用した件数が 17％を占めました。利用者にと

っては利便性の向上が図られたほか、市にとりましても、徴収

率の向上、事務の負担軽減などにつながる結果となっておりま

す。 

 

 続きまして「②指定管理者制度の活用」でございます。  

 34 ページ、平成 29 年度の取組状況をご覧ください。 

 平成 29 年度は、図書館など 10 施設について、５年間の期間

満了に伴い指定管理者の更新手続を行いました。そのうち、玉

川龍岡活性化センター（玉川湖畔の里）、鈍川せせらぎ交流館、

多々羅温泉の３施設については、新たな団体を指定管理者とし

て選定しております。なお、指定管理者制度の導入施設は、前

年度と同様の 86 施設となっております。 

 

 続きまして 35 ページをご覧ください。 

 「③ＰＦＩ手法の活用」でございます。  

 このＰＦＩ手法に基づいて、設計・建設・運営の一括発注方

式により整備を進めてきました新しいごみ処理施設「バリクリ

ーン」ですが、この３月に竣工し、４月からは、2037 年度まで

の運営段階へと移っております。 

今後につきましても、施設の更新などの機会を捉えながらＰ

ＦＩ手法の活用を検討してまいります。  

 

 続きまして 36 ページをご覧ください。「④新しいネットワー

クの構築」でございます。 

右側のページになりますが、平成 29 年度は、愛媛大学・今治
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市医師会・今治市の三者により「今治市の二次救急医療提供体

制維持に関する協定」を締結しました。全国的に医師、看護士

などの確保が難しくなる中、愛媛大学から、市民病院に医療ス

タッフを派遣してもらうことで、市内の救急医療体制を確保す

るものでございます。 

 これらの協定の締結状況についても市のホームページに公開

しており、今後もこのような地域課題に対応していくため、共

働施策の拡大に努めてまいります。 

 

 最後になりますが、「⑤第三セクターの活用」でございます。 

 ページが飛びますが、39 ページ、「市出資法人の一覧表」を

ご覧ください。 

 現在、市の出資比率が 25％以上を占める法人は、今治文化振

興会をはじめとする、これらの 10 法人でございます。 

 法人の経営状況につきましては、市のホームページで決算書

類等を公開しているところですが、平成 29 年度は、従来の資料

に追加して内容を充実させるなどの見直しを図っております。  

 今後につきましても、経営状況等の把握・監視はもちろん、

積極的な情報の公開により、経営の透明性の確保を図ってまい

ります。 

行政経営面の説明は以上でございます。  

 

ありがとうございました。 

 それでは行政経営面の取組について、ご意見、ご質問などあ

りませんか。 

 

 施設の管理についての意見です。 

規模を縮小した施設などもありますが、例えば施設全体の機

能の 30％しか使っていないとしても、施設自体の管理はしっか

りしていただきたい。 

 単なる物置状態では施設本来の機能も失われてしまいます

し、維持管理や清掃がされていないと、住民も利用しづらくな

ってしまいます。 
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 ご意見ありがとうございます。 

公の施設であり、市の財産として適切に管理する責務があり

ますので、その点はしっかり対応いたします。 

また、今後の見直しの中で、そういった十分に機能が発揮で

きていない施設については集約する方向で整理していきたいと

も考えております。それぞれの地域で、拠点性という観点をベ

ースに、集約化、複合化を行っていきたいと思っています。 

 

施設の集約化の話ですが、旧菊間町の亀岡学習センターと歌

仙地域住民学習センターが昨年 7 月に閉館になりました。閉館

に伴い、住民から不便になった等の意見は寄せられていますか。 

 

まだ企画課では把握しておりませんが、改めて確認いたしま

す。もし尾上委員の方で地域の方のご意見などご存じでしたら

教えてください。 

  

 菊間地域に限ったことではなく、島しょ部も陸地部も同じだ

と思いますが、高齢化が進行しています。近所でも 90 代近い高

齢の一人暮らしといった世帯が増えています。そういう高齢者

でも、今までなら伊予亀岡駅の近くにある亀岡学習センターに

歩いて行けば住民票の写しの申請などの手続きができていたの

が、できなくなりました。 

 例えば、高齢の方が、書類を亀岡学習センター経由で支所に

届けることができなくなり、ＪＲで伊予亀岡駅から菊間駅まで

行って支所に届けると言うので、それならば自分が預かって届

けると申し出たことがありました。 

 広い面から見ると、施設を集約した方が経費も節約できます

し、管理の必要性もなくなるのですが、こういった事があるの

で、何か良い方法はないかと思案しています。 

 とにかく、思っている以上に地域は衰退しており、新今治市

の区域では、そういう地域がたくさんあります。 

 色々な面でサービスを絞っていくのではなく、そういう地域
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にも目を向け、意見を吸い上げて施策を行っていただければ大

変有難いと思います。 

 

 ありがとうございます。 

 今治市総合計画も見直しの時期を迎えますので、住民の意見

をあらゆる機会に聞かせていただきたいと思っています。  

 まず今どのような状況であるのか、実態がどうであるか、情

報をいただくことがスタートラインだと思っています。  

  

 菊間だけの問題ではありません。私は本町に住んでいますが、

本町の商店街もほとんどシャッターが閉まっています。近所に

小学校に通う子どものいる家庭はありません。高齢者も増えて

います。 

 支所や島しょ部の友人と話をしますと、不便になったという

声もあるし、コンビニ等で行政サービスの一部が受けられるよ

うになったことを知らない人もいます。新しいクリーンセンタ

ーが出来てゴミ分別方法が変わったので、ゴミ分別アプリの「さ

んあ～る」を私は活用していますが、スマホを使っていない高

齢者にはわからないので、その辺の周知は徹底していただきた

い。 

 書類の提出などが難しいのであれば、民生委員や自治会で代

行したりすることも今後は必要だと思います。行政に従来と同

じようなサービスや管理を求めていてはいけない、住民の方も

もっと協力しなければいけない時代になってきています。施設

の管理が悪いと利用しづらくなるという話もありましたが、利

用者がきちんと片づける意識を持つことも大事です。  

 その上で、不要な施設は民間に売却したり、貸し出したりし

て負担を軽くしていく必要がありますが、住民は住民で行政に

頼りすぎず、思い切って施設の管理を任せてもらって、必要経

費だけ市が負担して住民主体で運営してもいい。私たちも市の

運営に協力していくという姿勢を、住民自身も持つべきではな

いかと思います。 

 公の施設については、次期の審議会の中でどんどん深掘りし
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て検討していけばいいのではないかと思います。  

 

 ありがとうございます。地域が衰退しつつあるという実情は、

至るところに見え始めています。 

また、県内最大の合併をした今治市だからこそ生じる不都合

もあろうかと思います。そういった点についてのご指摘もあれ

ばお願いします。 

 

 伯方島では、外国人の労働者が増えています。先ほど「ひと

り１改革運動」で説明のあったコミュニケーションボードのよ

うに、避難場所や避難方法を示す防災看板なども、外国人対応

のものが設置されたら良いと思います。 

 また、防災に関してもう一点、この地区では昔はオフトーク

通信といって各戸に行政情報や防災情報などを伝える端末があ

りましたが、今は地区の何か所かに設置された防災無線だけで、

聞こえにくい状態です。いざというときは広報車が出て放送し

て回ってくれましたが、それも聞き取りにくいので、何かいい

方法を、支所や本庁で考えてもらえませんでしょうか。  

 

 外国人に対応した防災の取組という点では、先日開催された

外国人の防災に関するフォーラムに防災危機管理課の担当者が

数名出席しました。今後、今治市としてどうするべきか、研究

を進めているところです。 

 また、災害情報を全市民にお伝えするという点では、放送等

ではある程度限界があると聞いています。そのため、最近では

エリアメールやラジオ、サイレンなど、色々組み合わせながら

の対策を行っていると担当課より聞いております。  

 

 オフトーク通信に代わるものとして、現在、防災ラジオを導

入する準備を進めているところです。 

これは、公の施設の見直しの中で朝倉地区の有線放送を廃止

した際に、防災情報などの伝達はどうするのかというご意見を

いただき、その対応策として実施するものです。 
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この防災ラジオは、普段は普通のラジオ受信機ですが、防災

情報を流す際には自動でスイッチが入り、皆さんに情報をお伝

えすることができます。 

そのため、「今治コミュニティ放送株式会社」いわゆる「ＦＭ

ラヂオバリバリ」の放送エリアは従来、市の中心部など一部地

域に限られていましたが、今治市が増資し、市内全域で放送が

聞けるように設備を整えています。 

また、ラジオ機器の代金についても、全額ではありませんが

助成などの対応を検討しています。 

 

昨年７月の豪雨災害で、島しょ部は大きな被害がありました。

ボランティアの方に大勢来ていただき、とても有難かったです。 

 農地などがかなり被害を受けましたが、市から復旧に関する

説明会があったのが３か月後くらいでした。すぐに整備しない

と被害の広がる恐れのあるイノシシ防護柵などは既に修理を終

えているところもあり、中には修繕前に写真を撮っていなかっ

たために補助の対象にならなかった方もいて、もう尐し早めに

説明会を実施してもらえれば良かったのに、あるいは、写真に

撮っておくことを事前に説明してくれればよかったのにと、残

念に思いました。 

 

 農地復旧に関しては様々な意見が寄せられていると聞いてお

ります。本日そういったお話があったことは、担当課にお伝え

いたします。 

 

 被災時の支所地域での対応については、大きな問題になって

いると思います。 

 災害後の復旧対応は、被災写真が原点になります。その被災

写真がなければ、修繕しても補助金等の申請が通りません。で

すから、災害現場が安定したら、まず被災写真を撮る必要があ

る。では誰が撮影するのかという事です。  

 以前であれば、支所の職員が手分けして被災状況の確認を行

う際に、必ずカメラを持って行って撮影しており、それにより
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被災状況の写真を確保できていました。しかし、今は人手が足

りず、写真も撮れておりません。 

 災害はいつもあるわけではありませんが、緊急時にどうする

か、今後も大きな問題です。西部委員さんのおっしゃった島し

ょ部だけでなく、今治市全体の問題であると思います。  

 

 災害対応の制度そのものを改善する、あるいは運用を改善す

る事は避けて通れないということですね。  

 

 現状では、写真を撮るための支所職員が足りないわけです。

通常の業務も行わなければなりませんから、支所職員が全員出

てしまうわけにもいきません。 

 限られた人数でどう対応するか、大きな問題です。 

 

 先ほど人事課長がご説明したとおり、職員数の適正化を行う

中で、どうしても人員が限られています。その限られた人員で、

まずは人命を優先に対応する、その次には財産を守るための対

応ですが、もちろん現場の被災状況などの推移を見守りながら

行う必要があります。 

これらを踏まえて、防災危機管理課でも様々な取組を行って

います。例えば、地域の事情に詳しい支所職員の退職者を嘱託

職員として雇用したり、あるいは、各地域の出身者を防災担当

として配置したりといった取組です。  

 被災写真の撮影についても、公共財に関しては即座に災害対

策本部にて対応します。次に私有財について、どこまで手が回

りきるかというと、おっしゃる通り、大きな課題となっている

と認識しています。 

 この件については人員体制も含め、今後の研究課題として、

防災の担当課に伝えます。 

 

 各委員のご意見も大体出尽くしたようです。  

 事務局に対しては、各委員から頂いたご意見を十分に踏まえ

た上で、目標の達成に向けた計画的な取組の推進を要望いたし
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ます。 

 最後に、議題２「その他」としまして、各委員より何かご意

見・ご質問がありましたら、ご発言をお願いします。  

 

 ＜意見・質問なし＞ 

 

それでは、本日の議題は以上となります。  

 今年度の審議会は本日で最後となりますが、私達委員にとり

ましても２年間の任期で最後の会となります。  

 せっかくでございますので、各委員から一言ずつ、この２年

間を振り返っての感想やご意見などをいただければと思いま

す。 

 

 ＜感想・意見＞ 

 

ありがとうございました。 

最後に事務局から何かございませんか。  

 

それでは、今年度最後の審議会となりますので、事務局を代

表して、私からご挨拶させていただきます。  

 委員の皆様におかれましては、本年度末をもって、２年間の

任期を満了することになります。 

 この２年の間を振り返りますと、先ほど企画課長の報告にも

ありましたが、住民票などを取得する際に「申請書の記入を不

要」とするサービス。これは、行革甲子園のグランプリ事例を

参考にしたものですが、皆様からご意見をいただきながら検討

を進めた結果、今治市版にアレンジし、昨年度 11 月からスムー

ズに導入・運用することができました。私も実際に利用してみ

ましたが、本当に簡単・便利で、利用者はもちろん、職員の目

から見ても素晴らしい取組だと思っております。  

 また、昨年度から継続して審議いただきました「未利用財産

の利活用」につきましては、審議会のほか、アンケートという

形でもご協力をいただきながら、検討を進めてまいりました。
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市としての方針につきましては、今年度第１回の審議会でご報

告したところですが、まずは売却できる可能性の高いものをピ

ックアップし、10 月から、「売却可能財産」としてホームペー

ジで公表しております。既に購入の申し出があったものにつき

ましては、現在、測量などを実施しており、今後、「売却可能財

産」の対象範囲を広げるなど、積極的な資産活用を進めてまい

ります。 

 これらの取組に代表されますように、委員の皆様方には、「豊

かな地域社会を次世代につなげるために」という行政改革ビジ

ョンに掲げる理念のもと、それぞれの専門的な見地から、また

地域・市民の視点から、熱心な審議、そして議論を重ねていた

だきました。 

 あらためてお礼を申し上げます。 

 今後につきましても、行政改革をはじめ、今治市政全般にお

いて、引き続きご支援とご協力を賜りますよう心からお願い申

し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。  

 ２年間本当にありがとうございました。  

 

ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして審議会を終了させていただきま

す。長時間ご協力ありがとうございました。  

 


